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共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合への 

今後の対応等について 

 

  

国土交通省が設置した「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」におい

て、令和元年６月２８日に取りまとめられた提言を踏まえ、「共同住宅における建築基準法

に基づき認められている仕様への不適合への対応について」（平成３１年国住指第３７３５

号）、「共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合への対応につ

いて」（令和元年国住指第３９７号）に加え、以下の対応を求める。 

 

①再発防止策の確実な実施 

・令和元年５月２９日に貴社が報告した再発防止策の実施状況について、定期的に、国

土交通省に報告を行うとともに、対外的に公表すること。 

 

②不適合の調査及び改修 

・不適合の調査及び改修にあたっては、国土交通省からの指示を踏まえて適切に実施

し、調査及び改修の進捗状況について継続的に国土交通省に報告を行うとともに、対

外的な公表を継続すること。 

  


